
令和５年４月に中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金が引き上

げられ、令和６年４月には建設業、自動車運転の業務等への上限規制が始まりま

す。いわゆる「2024年問題」への対応は、多くの企業にとって喫緊の課題と

なっています。これらの課題解決や実践につながる情報交換の場としてワーク

ショップを開催します。実践のヒントを参加者のみなさまとともに考えますので、

「何から取り組めばよいのかわからない」、「取組を一歩でも前へ進めたい」と

お悩みの方は、ぜひご参加ください。

勤務環境改善のためのワークショップを開催します！

＜ 人事労務担当の皆さまへ ＞

◆内 容 ： ６人程度のグループに分かれて、三重労働局のコンサルタントと一緒に、
職場の働き方や休み方の改善に向けた現状、課題、解決方法について話
し合います。

◆テーマ ： ・2024年問題 ・時間外労働の上限規制など
・多様な働き方（テレワーク・勤務間インターバル制度など）
・年休を取得しやすい職場環境の整備
・各種助成金等の支援策 ・ハラスメント対策

◆受講対象： 人事労務担当者等
◆参加費 ： 無料

勤務環境改善のためのワークショップの概要

主催：三重労働局 四日市商工会議所 津商工会議所 三重働き方改革推進支援センター

〇津会場
日 時 令和５年８月２９日（火）13：30～15：30
場 所 津商工会議所 ５階会議室

（津市丸之内２９－１４）

〇四日市会場
日 時 令和５年９月１４日（木）13：30～15：30
場 所 四日市商工会議所 ３階中会議室

（四日市市諏訪町２－５）

定 員 各１２名



三重働き方改革推進支援センターへ、お申込みください。
QRコードまたは、メールにてお申込みできます。

▶ QRコードから
QRｺｰﾄﾞを読み取り、申込フォームに必要事項を
記入の上、お申込みください。

▶ メールにて
下記メールアドレスあて、必要事項をご記入の上、
お申込みください。
（ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ）mie@task-work.com
・メールの件名は「ワークショップ申込み」としてください。
・メール内容に、以下について記載してください。

①参加希望日、②返信先メールアドレス、③事業所名・部署
④参加者の氏名、⑤電話番号、⑥従業員数、⑦業種、⑧質問等

▶各回開催日の１週間前までに、お申込みをお願いいたします。
▶お申込みの際にご提供いただいた個人情報は、本ワークショップの管理運営
以外に使用いたしません。

▶録画、録音、撮影及び資料の２次利用、詳細内容のSNS等への投稿は固くお断
りいたします。

（厚生労働省三重労働局委託事業）
三重働き方改革推進支援センター

フリーダイヤル ０１２０－１１１－４１７
FAX ０５９－２７１－６６５４
E-mail mie@task-work.com

三重労働局雇用環境・均等室
〒514-8524 津市島崎町327番2

津第二地方合同庁舎

TEL ０５９－２２６－２１１０

お申込み方法

ワークショップの内容に関するお問合せ先 WEB等でのお申込みに関するお問合せ先

参加当日について

１．受付開始時刻は、１３時１０分になります。
２．お車でお越しの方は、近隣の有料駐車場等をご利用ください。利用料につきまし
ては、参加者のご負担となりますので、ご了承ください。

３．発熱など体調不良の方は、参加をお控えください。
４．ワークショップ終了後、相談窓口を設置いたしますので、お気軽にご利用ください。

https://forms.gle/D8Dviem9aa9c3epM7


